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【施設の概要】

1973年7月1日
社会福祉法人室蘭言泉学園
16　名
8　名
保育士
５　名
社会福祉士
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１　名
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　　名
　
　　名
 6名定員×４家屋
食堂・浴室・宿直室
プレールーム・乾燥室・湯沸室・遊戯場・心理室

④理念・基本方針

第三者評価結果入力シート（児童養護施設）

種別

サード・アイ合同会社

SK2021003　
H0013　
H0082　
SK2021006　
SK2021004　

名　　　称：
施設長氏名：
定　　　員：
所在地(都道府県)：
所在地(市町村以下)：
T　 E　 L ：
U　 R　 L ：

開設年月日
経営法人・設置主体（法人名等）：

職員数　常勤職員 ：
職員数　非常勤職員 ：
有資格職員の名称（ア）
　上記有資格職員の人数：

有資格職員の名称（イ）
　上記有資格職員の人数：

有資格職員の名称（ウ）
　上記有資格職員の人数：

有資格職員の名称（エ）
　上記有資格職員の人数：

有資格職員の名称（オ）
　上記有資格職員の人数：

有資格職員の名称（カ）
　上記有資格職員の人数：
施設設備の概要（ア）居室数：

施設設備の概要（イ）設備等：

施設設備の概要（ウ）：
施設設備の概要（エ）：

理念
　　　〇一人ひとりの個性を尊重し、心豊かで穏やかな成長を願い自立支援します。
　　　〇子どもの権利擁護と養育に努めます。
基本方針
　　　〇子どもの権利を守り、子どもの意向や意見を尊重した支援をします。
　　　〇家庭的な養育環境において、一人ひとりが安全で安心した生活が送れるよう支
　　　　援します。
　　　〇子どもの個性や能力を大切にし、個別化した対応の中で個々のニーズを受け止
　　　　め、自立に向けての支援を行います。
　　　〇保護者と連携した援助を行い、親子再構築の支援を行います。
　　　〇地域と協働して子育て支援に取り組みます。

http://www5.plala.or.jp/gensen


⑤施設の特徴的な取組

⑥第三者評価の受審状況
2024(令和6）年6月7日
2025（令和7）年3月1日
2021（令和3）年度

⑦総評

児童養護施設に於ける、小規模化及び家庭的養護の推進。学園独自の奨学金制度を立ち上げ大
学等の進学率の向上を図り、子どもの貧困問題の改善に努める。高校等卒業後の社会自立に向
けてのアフターケアの充実。

評価実施期間（ア）契約日（開始日）

評価実施期間（イ）評価結果確定日

前回の受審時期（評価結果確定年度）

＜評価の高い点＞

１、「子ども理解に向けた支援」
　施設では、養育・支援において、子どもと向き合い、受け止めることを基本としています。
その一環として、職員が個別に関わる「スペシャルタイム」を設け、自分が「大切にされてい
る」と実感できるようにしています。
　支援経過記録や重点支援計画書を基に、重点生活支援経過書を作成し、日々の変化を記録し
ています。これらは職員会議で共有され、多面的に子どもを捉えられるツールにもなっていま
す。
　子どもが抱えざるを得なかった課題に向きあうために、育成歴を含めた「子ども理解」が支
援者の質を高めています。

２、「関係機関との連携体制」
　学校とは連絡ノートや電話を活用し、子どもの様子を共有するとともに、課題だけでなく強
みや長所を伝え合い、本人の自己肯定感の向上に努めています。特別支援学級や支援校とは入
所中から福祉事業所とつながり、円滑なアフターケアにもなっています。
　児童精神科に通院する際には担当職員が同行し、主治医に日頃の様子を伝えることで、服薬
に関する指導、支援方法についての助言を受けています。
　児童相談所とは情報を共有しながら、一人ひとりの選択肢を考えています。
　関係機関のリストを作成し、職員室で管理することで、担当者だけでなく他の職員も活用で
きるようにしています。
　2024（令和6）年度から創設された社会的養護支援拠点事業所とも連携を進めた支援を強化
しています。
　このように、子どもの支援を充実させるために、様々な機関と連携の体制が取られていま
す。

３、「自立支援計画の作成を通した子どもの成長の記録」
　支援経過記録には、子どもの変化や日々の出来事が個別に書かれており、これを基に月末に
「個別重点月間集約表」を作成しています。その後、ブロック毎に「重点生活支援計画書」へ
まとめ、自立支援計画となります。
　自立支援計画の作成時には、本人の意向を聞き取り、作成後に目標について説明していま
す。また、学校や医療機関、保護者からの意見も計画に反映させます。学校とは日常的に連絡
ノートを交わし、子どもの努力や成長を記録し、緊急時には電話で状況を共有しています。更
に、学校での様子をまとめた文書が提供されるため、より具体的な計画策定が可能です。
　自立支援会議には、ブロック外の職員も参加し、策定後はすべての職員が自立支援計画書を
閲覧できます。職員は、個々に綿密な記録をとり、課題だけではない成長や強みを明確にする
ことで、より実効性の高い自立支援計画を作成します。目標に対しての定期的な再評価は、子
どもの成長の記録そのものとなっています。



⑧第三者評価結果に対する施設のコメント

⑨第三者評価結果（別紙）

今回は小規模施設4ヵ所も含めた施設の運営に関して多岐にわたって評価を頂き、ありがとう
ございます。「性に関する教育」など前回の評価を受けてから十分に改善されていないところ
は反省し、職員間で共有しながら具体的な支援の改善・見直しを行っていきます。今後も子ど
もたちの利益を考慮した支援が行えるように改善に努めていきたいと考えております。

＜質の向上のために求められる点＞

１、「児童養護施設としてのビジョンを明確にした事業計画の策定」
　「アクションプラン」は法人の単年度事業計画として位置付けられています。しかし、「ア
クションプラン2024」には児童養護施設に関する具体的な記述がありません。「第5次中期事
業計画」に簡潔にまとめられているのみです。
　単年度事業報告には子どもの利用状況の記載はあるものの、社会的養護推進計画との連動を
読み取ることは困難です。そのため、今後は法人全体の事業計画に位置付けるだけでなく、児
童養護施設独自の事業計画を策定することが期待されます。
　2024（令和6）年には社会的養護自立支援拠点事業が創設され、措置延長や措置継続の制度
が利用しやすくなるなど、国の施策も変化しています。例えば、高校を中退した子どもへの就
労支援は措置継続の対象となり、奨学金制度の拡充により進学時に措置延長を活用できます。
　これらの制度の変化を踏まえ、子どもの利益を最大限に考慮した選択肢を事業計画に反映さ
せていくことが期待されます。

２、「性に関する教育」
　施設では、年齢に応じた身体的な距離感を適切に持てない子どもに対し、特定の職員によ
り、相手の気持ちを考えることなどを教えています。また、集団生活での年長児から年少児へ
の性的な加害・被害を防ぐため、年齢や性別に分けた活動を行っています。
　学校との連携においては、全体的な性教育の実施はないものの、個別に課題を抱える子ども
については、情報を共有しながら支援を進めています。
　今後は、外部研修として「暴力防止のための予防プログラム」を取り入れて、子どもと職員
の双方で学ぶ意向が示されました。助産師や保健師による講習等により、性をめぐる諸課題に
ついて正しい理解につなげていくことが期待されます。

３、「食事環境の整備」
　食堂では、子どもが調理場の様子が見えます。楕円形のテーブルは、職員と子ども、子ども
間のコミュニケーションの場にもなっています。
　食事の質向上のため、アンケートを調理職員と子どもに実施し、「給食提供委員会」で協議
されます。残食を分析し、メニューをランク付けすることで、不人気なメニューは新しい献立
として提供しています。
　セクションルールでは、「配膳時に食事量を調整する」「嫌いなものでも無理に強制しな
い」との記載があり、小学生以上については「おかわりは2回まで」とされています。食事量
を確認・調整し、不足している場合にはおかわりをすることで、子どもの食べ具合を施設は把
握しています。
　但し、幼児に対しては食事量の調整が行われず、一律の量で提供されていました。少食や好
き嫌いの有無、入所前の家庭状況を考えた工夫が期待されます。
　また、子どもと調理員との距離が近くなることで、子どもが料理の感想を伝えやすくなり、
感謝の気持ちを育む機会にもつながります。
　今後も、調理員と栄養士、支援職員が連携して、毎日の食事を更に楽しめる環境づくりに期
待します。



（別紙）

共通評価基準（45項目）Ⅰ　養育・支援の基本方針と組織　
１　理念・基本方針

（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。
第三者
評価結果

【コメント】 ① 1　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 b

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。
第三者
評価結果

【コメント】 ①
2　施設経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。

a

【コメント】 ② 3　経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 a

３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。
第三者
評価結果

【コメント】 ①
4　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて
いる。

a

第三者評価結果（児童養護施設）

ホームページには、法人全体の4つの基本理念と10の支援に関わる基本姿勢が掲載されてい
る。「わかすぎ学園」のパンフレットには、5つの基本方針や目的が記載され、職員には会議
等で理解を求めている。しかし、子どもや保護者への周知は十分ではない。今後は、保護者へ
の文書発送時に理念や基本方針を周知する工夫を行い、ホームページ上で「わかすぎ学園」の
理念や基本方針を明確に伝えることが期待される。

児童養護施設全体の動向は、「全国児童養護施設協議会」や「北海道児童養護施設協議会」か
らの情報を基に把握している。「要保護児童対策地域協議会」に参加し、地域の状況を把握し
ている。「室蘭児童相談所」の月1回の定例会議には、里親支援専門相談員が参加し、児童家
庭支援センターとの情報交換を行っている。また、法人単位で毎月実施される「企画調整会
議」では、施設を必要とする子どもの推移や支援のコスト分析を行っている。

ケアニーズに応じた養育・支援のために、施設内ユニットを進めている。職員の新規確保を含
めた職員体制の課題には、法人の四役会を中心に共有・検討しながら進めている。施設内の
「データステーション」システムを構築し、職員が事業計画や経営課題、各会議録を随時閲覧
できる環境を整備した。

第5次中期事業計画（令和5年度～7年度）が策定されている。「小規模かつ地域分散化、高機
能化及び多機能化・機能転換」に向けた整備方針には、数値目標や経営環境の分析結果を踏ま
えた社会的養護推進計画が含まれている。現在、第5次中期事業計画の修正・見直しを進める
とともに、第6次中期事業計画策定に向けた審議が四役を中心に始まっている。2029（令和
11）年には本体施設を新築し、定数16名（4人生活単位×4ユニット）とし、個別対応の支援を
強化する計画である。



②
5　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい
る。

b

【コメント】 ①
6　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組
織的に行われ、職員が理解している。

b

【コメント】 ②
7　事業計画は、子どもや保護者等に周知され、理解を促
している。

b

４　養育・支援の質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。
第三者
評価結果

【コメント】 ①
8　養育・支援の質の向上に向けた取組が組織的に行わ
れ、機能している。

b

【コメント】 ②
9　評価結果にもとづき組織として取り組むべき課題を明
確にし、計画的な改善策を実施している。

ｂ

「アクションプラン2024」は法人の単年度事業計画であるが、児童養護施設に関する記述はな
く、第5次中期事業計画に簡易にまとめられている。単年度報告には子どもの利用状況数が記
載されているが、国の社会的養護推進計画との連動が不明確である。社会的養護自立支援拠点
事業の創設や奨学金制度の拡充により、措置延長や措置継続が利用しやすくなった。今後は、
奨学金制度の拡充により進学できる可能性が広がった場合の措置延長の利用等を単年度計画に
盛り込むことに期待したい。

（２）　事業計画が適切に策定されている。

事業計画は、施設内ネット環境「データステーション」を通じて、職員が各自のパソコンから
いつでも閲覧できる状態にある。また、法人内の事業所から公募した職員が事業計画に関与で
きる。予算書・決算書・各種会議録なども随時、閲覧可能である。しかし、「わかすぎ学園」
単体の事業計画がないため、多くの職員が事業計画の内容を十分に理解し、意見を発信するこ
とが難しい。このため第一には、施設単体の事業計画を策定すること、第二には、職員が参画
できるように意見を集約・反映しながら計画の評価・見直しができる体制が期待される。

事業計画については、行事や施設整備を中心に、職員が子どもに説明している。保護者には、
法人の広報紙「いずみ」や「わかすぎ便り」を送付し、連絡を行っている。しかし、本体施設
が直接連絡を取れる家庭は少なく、多くの家庭との必要な連絡は児童相談所が介入している。
年に1度の保護者懇談会を企画しているが、例年、参加者はいないので文書で必要事項を送付
している。事業計画の周知は、児童養護施設の理解を促すことにつながる。今後は、保護者に
送付する文書に事業計画の説明書を同封することが期待される。

法人の「部門重点運営項目」を使用して、組織的に養育・支援の見直し・検討をしている。但
し、自己評価を基にして課題を抽出し、職員間で課題の共有を図り、結果を分析して検討する
までには至っていない。職員が一人で課題を抱え込むことは、職場内の孤立に繋がる。今後
は、自己評価を形骸化しないためにも、組織的なＰＤＣＡサイクルを継続して実施していくこ
とに期待したい。

課題は、予算を踏まえて優先順位を明確にし、設備の改善・人員配置への配慮が必要である。
毎年の自己評価を形骸化せずに、組織的に課題を抽出し、職員全体で課題を共有化して、職員
参画のもとに改善に向けた計画を策定することに期待したい。



Ⅱ　施設の運営管理

１　施設長の責任とリーダーシップ

第三者
評価結果

【コメント】 ①
10　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理
解を図っている。

a

【コメント】 ②
11　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っ
ている。

b

【コメント】 ①
12　養育・支援の質の向上に意欲をもちその取組に指導力
を発揮している。

ｂ

【コメント】 ②
13　経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発
揮している。

ｂ

２　福祉人材の確保・育成

第三者
評価結果

【コメント】 ①
14　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画
が確立し、取組が実施されている。

b

（１）　施設長の責任が明確にされている。

施設長は、法人内の「企画調整会議」、人事・人事考課・研修支援・福利厚生・中期事業計画
の審議と策定、むろげんまつり等、法人単位での様々な検討の場に参画し、必要な事柄は職員
へ直ぐに伝えている。法人内において、常務理事、総合施設長、「わかすぎ学園」の施設長、
苫小牧養育センター「はまなす」・地域小規模児童養護施設「鈴蘭」まで含めた施設長を兼務
している。令和6年度から始まった、北海道児童養護施設協議会による「子ども意見表明等支
援事業(子どもアドボカシー）」には、発議より賛同、率先して子ども・職員への説明会を開
始した。

遵守すべき法令等は、主に全国児童養護施設協議会や北海道児童養護施設協議会から入手して
いる。北海道や室蘭市からも通知等で受け取っている。法人として、法令の理解を深めるため
の研修・勉強会がある。被措置児童虐待の届出・通告の制度（児童福祉法33条）に関しては、
「サービス検討委員会」で、周知方法の検討を始めている。今後は、児童養護施設としての必
要とされる法令等を整理し、職員全体で理解を深める体制に期待したい。

　

子どもの養育・支援については、職員が日常的に子どもの支援について話し合う体制をとって
いる。子どもの詳細な記録を作成し、重点課題を共有しながらブロック会議や職員会議で支援
方法の評価と見直しを行わせている。北海道児童養護施設協議会が推進する「意見表明等支援
制度」には導入前から参画し、職員の理解を深められるように進めている。今後は、多機能
化・小規模化に必要な人員や設備など、体制整備が期待される。

施設長は、法人全体の中期事業計画策定やアクションプランの策定、評価に参画し、現状の経
営状態を把握している。ユニット化・多機能化に向けた人員配置や、将来を見据えたコストバ
ランス等を職員全体へ伝えている。残業を減らすために、小規模ケアのグループホームの日中
時間帯のパート職員を増やすなど、現状に応じて体制を整えている。小規模ケアは全部で4棟
あり、全てに行き渡るように更なる指導力が期待される。

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

ユニット化・多機能化に向けた職員の具体的な人数等の計画はあるが、人材確保に苦慮してい
る。管理者はハローワークの説明会へ出向き、法人のホームページには「職員採用のご案内」
を掲載している。実習生には、児童養護施設で働く魅力について説明しているが、夜間勤務に
地域性などが加わり、採用に繋がりにくい。新卒採用は、試用期間がなく正規雇用とする等、
人材確保のため法人全体での動きが始まっている。今後の人材確保に期待したい。



【コメント】 ② 15　総合的な人事管理が行われている。 b

【コメント】 ①
16　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく
りに取り組んでいる。

b

【コメント】 ① 17　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 ｂ

【コメント】 ②
18　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。

ｂ

【コメント】 ③
19　職員一人ひとりの教育・研修等の機会が確保されてい
る。

ｂ

職員は自己点検表を用いて行動評価し、施設長は自己点検表を基に人事考課表を用いて、上半
期と下半期に面談をしている。年度毎に「個別計画・評価表」へ研修や目標を記入して、具体
的な研修の計画とスケジュールを立て、年度末に評価している。施設長は、面談で職員の意
向、希望を聞き取っている。しかし、意向・希望に該当するキャリアパスの基準がない。今後
は、職員の意欲と仕事の動機づけに繋がるキャリアパス基準を明確にすることに期待したい。

法人の計画「アクションプラン」の福利厚生に則り、働きやすい職場づくりを検討し、職員か
らのアンケートを取って反映させている。年に1度「配属先希望制度」を使って、職員からの
意向を聞いている。人事考課の面談時には、メンタルヘルスについても確認している。近年は
様々な対応を求められる労働環境となっている。今後の働きやすい職場づくりとして、各種ハ
ラスメント対応窓口の周知と研修にも期待したい。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

職員は人事考課の自己点検表を活用し、自身の振り返りを行い、現状の把握と今後の方向性を
考える機会を得ている。また、人事考課の面談を通じて、今後の目標や組織として求められる
役割を認識している。更に、年度毎に「個別計画・評価表」を作成し、必要な研修や目標を明
確にした研修を実施している。年度末にはその評価を行い、職員の育成に役立てている。但
し、これらは正規職員に対しての育成であり、非正規職員は含まれていない。今後は、パー
ト・臨時等、それぞれの職務に応じた育成にも期待したい。

法人「研修制度」に、基本的な考え方と研修マニュアルを掲載している。OJT（職場内訓練）
の体制が研修の基本であることが明記されている。「個別計画・評価表」を職員個々で記入
し、評価を行っている。事業計画で報告される研修は、施設内研修が1回、派遣（外部）研修
が8回となっている。外部研修は、職員会議で報告しているが、受け身になりやすい。このた
め、必要な教育・研修が適切に実施されているかの検討を踏まえて、グループワーク等の参加
型の研修を実施する等、主体的な研修にも期待したい。

個別研修計画作成時に職員から意向を聞き計画に反映し、階層別の研修を行っている。研修マ
ニュアルの中に「ＯＪＴは、管理者や指導的職員にとって”本来業務”である」と記載して、
上職によるスーパービジョンを位置づけている。教育・研修等の機会が職員個々に行きわたる
ためには、夜間介助職員やパート職員に対するＯＪＴや研修体制も整備することに期待した
い。



【コメント】 ①
20　実習生等の養育・支援に関わる専門職の研修・育成に
ついて体制を整備し、積極的な取組をしている。

ｂ

３　運営の透明性の確保

第三者
評価結果

【コメント】 ①
21　運営の透明性を確保するための情報公開が行われてい
る。

b

【コメント】 ②
22　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組
が行われている。

b

４　地域との交流、地域貢献

第三者
評価結果

【コメント】 ①
23　子どもと地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。

a

（４）　実習生等の養育・支援に関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

実習生受入れは、職員会議で周知され、子どもへは各ブロックでの説明と、夕食時に全体に向
けて紹介している。実習生には「実習のしおり」で、同性支援であること等の注意事項を説明
している。子どもの中には、実習生に対して拒否感がある場合もあり、実習生には対応方法に
ついて口頭説明している。今後、「実習生の受入れマニュアル」を見直す際には、事業所とし
て実習生を受け入れる社会的責務としての基本姿勢を明文化することを期待したい。また、口
頭で済ましている受け入れ対応をマニュアルに書面化することにも期待したい。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

児童養護施設は、法人のホームページの養護事業部門に掲載されている。「情報公開」欄に
「苦情処理結果」が件数として公開され、同様に「事業報告書」にも、苦情解決の状況として
件数が乗っている。第三者評価結果が掲載され、ホームページには、事業報告の時期に合わせ
て更新されている。更に運営の透明性を確保するには、児童養護施設としてのホームページを
充実させて、第三者評価受審後の改善や対応の状況、子どもの相談・意見・要望への対応を公
開していくことに期待したい。

法人「アクションプラン」にガバナンスの強化を掲げ、新たに「PDCA数値化研究委員会」を設
置して、「アクションプラン2023の取組と結果」というタイトルで、ホームページに結果の詳
細が掲載されている。2021年度より法人の内部監査人を増員して適正な運営に努めている。更
に、公正かつ透明性の高さを示すためには、外部の専門家による監査支援等を実施することに
期待したい。

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

地域の交通安全啓発運動は法人をあげて行っている。交通安全のポスター作り・街頭での
ティッシュ配り・旗振り等を行っている。「母恋神社祭」への参加の他、施設の体育館を会場
とした町内の子どもを対象とした映画上映など、施設は積極的に地域との交流の場を提供して
いる。これらの行事・催事により、子どもと地域住民のつながりが広がり、社会との関わりを
促進している。



【コメント】 ②
24　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している。

ｃ

【コメント】 ①
25　施設として必要な社会資源を明確にし、関係機関等と
の連携が適切に行われている。

a

【コメント】 ①
26　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われて
いる。

ｂ

【コメント】 ②
27　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が
行われている。

ｂ

学習ボランティアの利用希望を子どもへ募り、受け入れている。利用回数は子どものペースに
合わせ、マンツーマンで実施している。子どもは楽しみにしており、成績向上につながってい
る。学習ボランティアへは、事前説明で子どもの特性や配慮すべき事項や、避けてほしい話題
を伝えている。日程の周知は、職員室の引き継ぎ簿と学習ボランティア用のホワイトボードに
掲示している。利用している子どもへは、口頭と書面を机に貼って伝えている。但し、他の子
どもや保護者には周知をしていない。ボランティアの受入記録や受入れマニュアルはなく、今
後は、基本姿勢を明確にしたマニュアルの作成が望まれる。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

学校・医療機関・児童相談所とは、ケアカンファレンスを通して密接な関わりがある。特別支
援学級・支援校との関連から、福祉事業所との繫がりがある。入所中に連携している関係機関
やアフターケアーでの繫がりがある事業所等がリスト化され、職員室で管理している。2025
（令和6）年度から創設された社会的養護支援拠点事業所とは、連携を図りながら子どもを支
えようとしている。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

要保護児童対策協議会には、家庭支援専門相談員でもある課長が児童養護施設として出席して
いる。室蘭児童相談所との会議には、里親支援専門相談員が出席し、同席している児童家庭支
援センター等から室蘭市界隈の養育ニーズを聞き取り、地元の生活課題等の把握をしている。
但し、把握したニーズを本評価基準項目27番へ繋ぐまでの取組には至っていない。今後に期待
したい。

災害時には、施設と敷地建物が繋がっている同法人の他施設と共有する体育館が地域の福祉避
難所となる。また、法人単位で地域の祭りに出店し、室蘭市除雪ボランティアを行う職員を勤
務扱いとする等、地域住民との交流を法人全体で積極的に推進している。今後は、前項目26番
で把握したニーズに対応した公益的な活動にも期待したい。



Ⅲ　適切な養育・支援の実施

１　子ども本位の養育・支援

（１）　子どもを尊重する姿勢が明示されている。
第三者
評価結果

【コメント】 ①
28　子どもを尊重した養育・支援の実施について共通の理
解をもつための取組を行っている。

b

【コメント】 ②
29　子どものプライバシー保護に配慮した養育・支援が行
われている。

ｂ

【コメント】 ①
30　子どもや保護者等に対して養育・支援の利用に必要な
情報を積極的に提供している。

ｂ

【コメント】 ②
31　養育・支援の開始・過程において子どもや保護者等に
わかりやすく説明している。

ｂ

職員は初任者研修で、理事長や園長から基本理念の説明を受けている。職員が所持しているサ
ポートマニュアルにも、基本理念の記載がある。2024（令和6）年度から「子ども意見表明等
支援事業(子どもアドボカシー）」が始まり、職員と子どもが説明会に参加した。ブロック毎
にルールブックがあり、年度初めの子ども自治会「みつばっち」で内容を説明している。但
し、「意見表明できる権利」について女子には記載がない。ルールは、基本的生活習慣の習得
や、集団生活を円滑にすすめるために必要である。同時に、子どもの権利を制限する可能性も
あることを念頭に、「ＮＧ（やってはいけないこと）」の視点だけではないルールの在り方を
職員で共通理解できるように話し合うことが期待される。

プライバシーについては、年度初めに、ブロックでの「ルールブック」の説明に合わせて、
「子ども達へのプライバシーポリシ―」として説明をしている。生活の中では、気になる場面
を見つけて注意している。「子ども達へのプライバシーポリシ―」の不十分な部分はルール
ブックで補足している。相部屋では家具などで部屋を仕切る工夫をしているが、プライバシー
が守られていないと思っている子どもはいる。今後は、「子ども達へのプライバシーポリシ
―」を、子どもの理解度や年齢に応じた内容に見直し、生活場面に応じた職員の支援方法とし
てマニュアル化して、保護者にも理解を促すことに期待したい。

（２）　養育・支援の実施に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

施設のパンフレットには、基本方針、年間行事、日課が掲載されている。パンフレットは、実
習生等に渡す以外は職員室におかれ、関係機関への配布はしていない。法人ホームページに養
護事業部門「わかすぎ学園」として紹介があるが、施設の年間行事とショートステイの案内の
みで、児童養護施設を利用する説明には不十分である。今後は、子どもの養育・支援、生活の
紹介等を積極的に情報提供することが期待したい。

入所が決まった子どもへは、職員が児童相談所の一時保護所へ面会に行っている。入所時に
は、ルールブックや日課表を使用して、生活に必要な説明をしている。預り金、ワクチンの同
意書は児童相談所が行っている。担当職員は、子どもの入所時の不安軽減のために、買い物に
一緒に行く等、個別の時間を設けている。但し、養育支援の開始・過程における同意書と施設
が定める用紙にもとづいた説明としては十分ではない。今後は、施設内で必要な同意書の検討
と、入所時における年齢と特性に応じた分かりやすい説明資料の作成、及び不安軽減のための
支援方法の標準化に期待したい。



【コメント】 ③
32　養育・支援の内容や措置変更、地域・家庭への移行等
にあたり養育・支援の継続性に配慮した対応を行ってい
る。

ｂ

（３）　子どもの満足の向上に努めている。
第三者
評価結果

【コメント】 ①
33　子どもの満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取
組を行っている。

ｂ

【コメント】 ①
34　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。

ｃ

【コメント】 ②
35　子どもが相談や意見を述べやすい環境を整備し、子ど
も等に周知している。

ｂ

【コメント】 ③
36　子どもからの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に
対応している。

ｂ

措置変更や家庭への移行の窓口は、子どもを担当する職員が対応している。子どもはスマホに
施設の電話番号を登録し、職員は相談時には連絡するように伝えている。しかし、措置変更や
家庭への移行時に、相談窓口の文書を、子どもや保護者へ配布していない。「養育や支援の継
続性に配慮した手順や引継ぎ文書の策定」を継続課題とし行うことが期待される。

Wi-Fi設置は、子ども自治会「みつばっち」から要望があり設置した。「サービス向上委員
会」では、子どもへアンケートを実施し、集計結果は職員会議で報告している。「思い解決
シート」は子どもの要望等を職員が聴き取り、経過から解決までを記入している。保護者の満
足度の把握は難しく、都度対応となっている。子どもの満足の結果を把握しているが、その向
上に向けては十分ではない。今後は、子どもアンケートの結果分析や改善を実施し、子どもの
満足度の把握方法に工夫を加えて、保護者の意向確認にも期待したい。

（４）　子どもが意見等を述べやすい体制が確保されている。

法人では、苦情対応規程を策定して、申出から改善報告までの必要な様式を定めている。子ど
もと保護者向けに、苦情解決審査委員（第三者委員）の連絡先を含め体制を記した書面はあ
る。但し、子どもに分かりやい掲示はなく、子どもや保護者に対する周知は十分ではない。今
後は、子どもと保護者への周知により苦情解決の仕組みが確立することが望まれる。

子どもには、自分が相談したりや意見を言ったりしたい時に、職員を選べることを伝えてい
る。自分から意見の表出が難しい子どもについては、ケアカンファレンスや職員会議で共有し
て、個別に働きかけている。日頃から子どもの様子に注意を払い、話しやすい関係作りに努め
ている。各ブロックのプレイルームには、意見箱「ドラえもんのポケット」を設置している。
このように、子どもが相談や意見を伝えたい時に方法や相手を選べるようになっているが、そ
のことを子どもに伝えるには十分ではない。今後は、子どもが、複数の相談方法や相談窓口を
活用しやすくするために、フロー図などで伝え、保護者へも周知することに期待したい。

職員は、日頃から子どもの言動の変化を察知し、子どもの話を丁寧に傾聴することを心がけて
いる。子どもへは事前に、相談内容によっては即答できないこともあることを伝えている。即
答できない場合は、どのような方法で検討しどのくらいの時間が必要であるかを具体的に説明
している。しかし、これらの対応に関するマニュアルやフロー図はない。今後は全ての職員が
組織的かつ迅速に対応できる手立てや対応方法を検討し、文書化したものを共有し実践するこ
とを期待する。



（５）　安心・安全な養育・支援の実施のための組織的な取組が行われている。
第三者
評価結果

【コメント】 ①
37　安心・安全な養育・支援の実施を目的とするリスクマ
ネジメント体制が構築されている。

b

【コメント】 ②
38　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のた
めの体制を整備し、取組を行っている。

b

【コメント】 ③
39　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織
的に行っている。

b

２　養育・支援の質の確保

（１）　養育・支援の標準的な実施方法が確立している。
第三者
評価結果

【コメント】 ①
40　養育・支援について標準的な実施方法が文書化され養
育・支援が実施されている。

ｂ

リスクマネジメントに関しては、「サービス向上委員会」の事故防止検討委員が中心となり活
動している。施設内の階段等の危険個所には、注意喚起のシールを貼り、刃物や処方薬は施錠
した部屋で管理している。服薬チェックは、看護師と職員の二重チェックしているがマニュア
ルはない。ヒヤリハットは職員が毎日確認する引継ぎ簿と会議で共有されている。ヒヤリハッ
トと事故の線引きは、「サービス向上委員会」で検討中である。事故報告フロー図では、重大
事故で分岐しているが、何を重大事故とするかは明確ではない。今後は、事故報告フロー図の
情報を整理し、マニュアルを策定、職員の共通認識のもとに、子どもの安心安全確保の向上に
期待したい。

感染者の隔離のため「星空ホーム」を利用し、感染症拡大防止の成果をあげた。「衛生推進委
員会」では看護師が中心となり感染症対策をしている。「衛生マニュアル」は、様々な感染症
についての理解と対応についてまとめられている。2024（令和6)年度から実地研修はパートも
含め全員が参加している。嘔吐処理キットは2階のみに設置しているため、1階での嘔吐対応も
想定して、準備することに期待したい。また、トイレや食堂手洗い場には、ペーパータオル等
の設置がない。箸・スプーンのテーブルへの直置きや、食後のデザートの果物の取扱い等、衛
生管理面からの配慮と見直しを期待したい。

土砂災害警戒区域として風水害の避難訓練を実施している。災害時のBC（事業継続計画）P策
定や備蓄品一覧が作成されている。備蓄品は栄養士が管理し、近隣の法人グループホームに保
管している。BCPに災害用伝言ダイヤルを掲載するなど、安全確保を行えるようにしている
が、十分ではない。今後は、災害時の職員の行動基準や子どもへの災害時伝言ダイヤルの掛け
方を周知することが期待される。前回受審の改善点「安否確認方法の周知やマニュアル化　避
難経路の確認」は、必須の課題である。いつ起こるかわからない災害に備えて実践的な訓練と
災害時のBCPの共有が期待される。

施設全体のサポートマニュアルがある。男女別のブロックルールは子どもと作り上げている。
しかし、ブロックルールの内容には、プライバシー保護や権利擁護の視点から、支援において
配慮すべき内容が記載されていない。職員個々での配慮はあるが、共通ルールとして確立され
ていないため個人による差異がある。今後は職員の裁量で行われてきた支援において配慮すべ
き内容を標準的実施方法として文書化することを期待する。



【コメント】 ②
41　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立
している。

ｂ

【コメント】 ①
42　アセスメントにもとづく個別的な自立支援計画を適切
に策定している。

ｂ

【コメント】 ② 43　定期的に自立支援計画の評価・見直しを行っている。 ｂ

【コメント】 ①
44　子どもに関する養育・支援の実施状況の記録が適切に
行われ、職員間で共有化されている。

ｂ

【コメント】 ② 45　子どもに関する記録の管理体制が確立している。 ｂ

ブロックルールは、年度初めに子どもの意見も取り入れ見直し、支援の基としている。年度末
の会議で支援内容を見直しており、マニュアルに反映させることもある。しかし、検証や見直
しの方法については定めがなく、変更の記録はない。今後は組織的な検証や見直しについて定
め、検討議事録やマニュアルとルールの改訂記録を記し、振り返り検証の実施にも期待した
い。

（２）　適切なアセスメントにより自立支援計画が策定されている。

自立支援計画は、支援経過記録や個別重点月間集約票、居住ブロックの現状と子どもの記録等
を基にして策定している。策定には、本人の意向を聞き、目標の説明をして、学校・医療機
関・保護者等からの意見を記載している。学校とは、自立支援計画策定に合わせた文書の他、
連絡ノートや電話等で情報共有している。自立支援会議はブロック外の職員も関わり、どの職
員も自立支援計画を閲覧できる。このように、自立支援計画策定の体制は確立しているが、取
組が十分ではない。今後は、生活支援計画等を活かして、子どもが達成感を持って、目標に向
けた動機付けとなるような短期目標の設定に期待したい。

自立支援計画の定期的な見直しは、児童相談所への提出に合わせて、年に2回と決まってい
る。再評価は、日々の支援記録の積み重ねから詳細な記録となっている。また、子どもの長所
を伸ばしていく自立支援計画を目指し、褒められる機会が増えるように見直している。但し、
詳細な再評価をしているにも関わらず、短期目標は再評価を充分に活かしていない。また、自
立支援計画を緊急に変更するための仕組みがない。今後に期待したい。

（３）　養育・支援の実施の記録が適切に行われている。

職員は、支援経過記録や個別重点月間集約票に纏めている。ブロック会議や職員会議で、家庭
支援専門相談員からの保護者の様子や、子どもの状況を共有している。支援会議では、ケース
カンファレンスを開き支援の確認と見直しをしている。記録要領はないが、記録文章の表現に
ついては、保護者へ開示することを念頭におくことを口頭で指導されている。今後は、職員間
で記録内容や書き方に差異が生じないように、記録要領を作成して行くことに期待したい。

個人情報保護規程については、入職時に職員へ説明がある。その後は学習機会がないために、
内容の再確認をする機会はない。「わかすぎ学園だより」では、子どもが特定できるような文
章表現は避け、掲載した写真は子どもの顔がわからないように配慮すること等を広報担当者へ
引き継いでいる。記録書類の保存と廃棄は管理職が実施し、パソコン内の記録情報は、法人本
部が一括管理している。今後は、個人情報保護規定について、職員が遵守するための学習機会
を設け、個人情報の取扱いについて、子どもや保護者にも説明することに期待したい。



Ａ－１　子どもの権利擁護、最善の利益に向けた養育・支援

（１）　子どもの権利擁護
第三者
評価結果

【コメント】 ① A1　子どもの権利擁護に関する取組が徹底されている。 ｂ

【コメント】 ①
A2　子どもに対し、自他の権利について正しい理解を促す
取組を実施している。

ｂ

【コメント】 ①
A3　子どもの発達状況に応じ、職員と一緒に生い立ちを振
り返る取組を行っている。

ｂ

【コメント】 ①
A4　子どもに対する不適切なかかわりの防止と早期発見に
取り組んでいる。

ｂ

内容評価基準（24項目）

職員は年に1回、権利擁護のセルフチェックリストを活用し、理解度を人事考課で確認してい
る。必要に応じて職員会議で周知し、ブロックごとの話し合いを通じて支援を見直している。
2024（令和6）年度から「子ども意見表明等支援事業（子どもアドボカシー）」が開始され、
職員と子どもが説明会に参加した。より質を高めるためには、子どもと共に「子どもの権利」
を学びながら、規程やマニュアルを見直し、アドボカシーの理解を深めることが期待される。

（２）　権利について理解を促す取組

子どもがオヤツの買い物や休日の外出を選択できるよう提案し、希望が通らなかった場合は次
回の機会を約束している。行事の企画にも子どもが参加し、自主性を尊重している。子ども同
士のトラブルでは双方の思いを受け止め、自己と他者の違いに気付けるよう支援している。個
別に向き合う時間を確保し、大切な存在であることを伝えている。今後は、成長に応じて権利
と義務・責任の関係を理解できるよう、学びの機会を設け、具体的で分かりやすい説明を繰り
返すことが期待される。

（３）　生い立ちを振り返る取組

子どもは児童相談所から入所の理由を聞いているが、入所後に不安定になることがあり、施設
ではフォローを行っている。写真やビデオをデータとして保存し、必要に応じて子どもに見せ
ている。学校行事などで子どもが疑問や不安を抱いた際には対応している。不安定な子どもに
は、児童精神科医の主導でライフストーリーワークを実施した事例もある。現在は家庭再統合
を目指す子どものみに実施しているが、今後は組織的なライフストーリーワークの導入を視野
に入れ、職員全体の専門性向上やチーム体制の強化が期待される。

（４）　被措置児童等虐待の防止等

ブロック内では、職員間で子どもの様子を常に話し合い、情報を共有しながら支援につなげて
いる。子どもが思いを打ち明けられるよう「思い解決シート」を作成している。同時に、相談
先として学校担任、児童相談所、児童精神科医等がいることを伝えている。施設内には児童相
談所の虐待対応の「電話番号：１８９（いちはやく）」のポスターを掲示している。関係機関
とのケース会議が開催され、児童相談所の担当者は随時、施設を訪れ、子どもと面談してい
る。届出者・通告者の周知については「サービス向上委員会」で検討しており、今後が期待さ
れる。



【コメント】 ①
A5　子どものそれまでの生活とのつながりを重視し、不安
の軽減を図りながら移行期の支援を行っている。

ｂ

【コメント】 ②
A6　子どもが安定した社会生活を送ることができるよう
リービングケアと退所後の支援に積極的に取り組んでい
る。

ｂ

Ａ－２　養育・支援の質の確保

（１）　養育・支援の基本
第三者
評価結果

【コメント】 ①
A7　子どもを理解し、子どもが表出する感情や言動をしっ
かり受け止めている。

a

【コメント】 ②
A8　基本的欲求の充足が、子どもと共に日常生活をいとな
むことを通してなされるよう養育・支援している。

a

子どもの一時保護中に職員が面会訪問を行い、児童相談所から入所理由や留意点の引継ぎを受
けている。担当職員は入所直後に子どもと日常用品の買い物を行い、個別の関わりを通じて安
心感を持たせている。生活習慣の把握のため、食事や行動面などの詳細なアセスメントを実施
し、生活日課は年齢に応じた文書を用いて繰り返し説明している。一時保護の入退所児童が多
く、在園児が不安定にならないよう「スペシャルタイム（個別の時間）」を設けている。家庭
復帰後の子どもに対しては相談には応じているが、施設側からの積極的な働きかけは行ってお
らず、今後に期待したい。

洗濯の習慣を身につける支援や、菓子作り等から調理の楽しさを伝え、小遣い帳で金銭感覚を
養っている。高校卒業前に、行政手続きやATMを経験させている。施設に隣接する居住棟「星
空ホーム」で自立生活の練習ができる。アフターケアは担当職員が対応し、社会的養護自立支
援事業の窓口は家庭専門支援相談員が担い、退所後の子どもの記録を行っている。今後は、退
所後に安定した社会生活を子どもが送れるように、アフターケアの経験を活かしたリービング
ケアの見直しや、関係機関との連携強化、社会的養護自立支援事業を入所時から活用すること
が期待される。

「スペシャルタイム」では、自分が大切にされている実感を持たせ、信頼関係を育んでいる。
自立支援計画には、支援経過記録から重点生活支援計画書に至る流れや、関係機関・保護者の
意向を踏まえた子どもの状況が記録されている。これを職員が共有することで、子どもへの理
解と支援の方向性に繋げている。子どもの背景となる課題は、個別的かつ多様であるため、児
童精神科医師の助言を受け、職員間で連携して、子どもを受け止めて支援できるようにしてい
る。特に、子どもの良さを褒めることで、自己肯定感を高められるように支援している。

施設では、基準日課に基づき、子どもの活動と職員の役割、それに応じた留意事項を一覧化し
ている。幼児・小学生・中学生・高校生と年齢に応じたルールを設定し、男女別の「セクショ
ンルール」として書面化している。アルバイトや塾などによる帰園時間の対応は、職員の裁量
で柔軟に行っている。ルールの掲示や説明は各ブロックで対応しており、ゲーム時間や就寝時
間、休日の過ごし方などについては、子どもたちと話し合い、子ども自治会「みつばっち」の
要望として職員会議で協議している。



【コメント】 ③
A9　子どもの力を信じて見守るという姿勢を大切にし、子
ども自身が自らの生活を主体的に考え、営むことができる
よう支援している。

b

【コメント】 ④
A10　発達の状況に応じた学びや遊びの場を保障してい
る。

a

【コメント】 ⑤
A11　生活のいとなみを通して、基本的生活習慣を確立す
るとともに、社会常識及び社会規範、様々な生活技術が習
得できるよう養育・支援している。

b

【コメント】 ①
A12　おいしく楽しみながら食事ができるように工夫して
いる。

b

【コメント】 ①
A13　衣類が十分に確保され、子どもが衣習慣を習得し、
衣服を通じて適切に自己表現できるように支援している。

a

休日の外出先は子ども同士で話し合い、多数決で決定している。希望が叶わなかった子どもに
は、次回が約束され、「スペシャルタイム」が活用している。2月に、女子ブロックでは、バ
レンタインのチョコ作りを行った。施設行事は、子ども自治会「みつばっち」が主導し、計
画・実行を担っている。余暇時間は、子どもが新しい経験ができるように支援している。施設
内での異性との交流は禁止されているが、異年齢の場合は職員の見守りがあれば一部認められ
ている。今後は、単に禁止するのではなく、より良い対応方法を協議することが期待される。

子どもは公共交通機関の利用練習を兼ねて、日常的に図書館を利用し、図書カードを作成して
自分で本を選んでいる。塾や習い事に通い、月に1～2回は学習ボランティアの支援を受けてい
る。幼稚園は3才からでも通えるが、子どもの安定を優先して2才から通園させている。地元の
少年団のバスケットや和太鼓クラブに参加し、やきいも会やお祭りなどの地域行事にも積極的
に関わることで、多様な経験ができるように支援している。

子どもは年齢に応じて小遣い帳をつけ、金銭感覚を学んでいる。ネット利用については、小学
生は学校配布のタブレットを学習時間のみ使用し、中学生はルールを決めて利用している。高
校生には毎月小遣いに加え、5,000円のスマホ代補助があり、自己管理を行っている。施設で
は、ネットやSNSの知識向上のため、警察による講習会を検討している。また、健康への関心
が薄く、巻き爪を悪化させた事例がある。基本的生活習慣の習得はリービングケアやアフター
ケアにつながり重要である。今後は、子どもの年齢や特性に応じ、必要な知識を段階的に習得
できる支援が期待される。

（２）　食生活

食事は、幼児・女子・男子でテーブルを分け、食堂で一斉に摂っている。冷蔵庫には好みに応
じたドレッシングを常備し、栄養士が残食状況を考慮してメニューを調整している。学校給食
の献立にも配慮し、病気時や食物アレルギー対応の手順も整備されている。ブロックごとに子
どもと一緒に食材の買い出しやおやつ作りを行う機会を設けている。また、「給食提供委員
会」を設置し、食事に関する意見やアンケートを実施している。今後は、子どもの要望を献立
に反映するだけでなく、食生活に必要な知識や技術を習得する機会の提供が期待される。

（３）　衣生活

子どもは職員と一緒に、自分の好みに合った衣服を購入している。成長が早く被服購入費の予
算を超える場合は、保護者の了解を得て児童手当を活用している。中学生以上は自分で洗濯や
衣類管理を行っているが、整理が苦手な場合は職員が片付けを手伝っている。衣類箱の用意や
衣服の総数を減らすなどの支援を行い、できたことを褒めて自信を持たせている。また、TPO
に合った身だしなみや、衣服を選ぶ楽しさを伝える支援を行っている。



【コメント】 ①
A14　居室等施設全体がきれいに整美され、安全、安心を
感じる場所となるように子ども一人ひとりの居場所を確保
している。

b

【コメント】 ①
A15　医療機関と連携して一人ひとりの子どもに対する心
身の健康を管理するとともに、必要がある場合は適切に対
応している。

b

【コメント】 ①
A16　子どもの年齢・発達の状況に応じて、他者の性を尊
重する心を育てるよう、性についての正しい知識を得る機
会を設けている。

ｃ

【コメント】 ①
A17　子どもの暴力・不適応行動などの行動上の問題に対
して、適切に対応している。

b

（４）　住生活

施設内には子どもを描いた絵画が飾られ、整理整頓されている。居室の掃除は子どもの自主性
に任せているが、ゲーム開始前や就寝前に声をかけ、片付けを促している。苦手な子どもには
職員が一緒に行っている。職員は共有スペースの掃除を担当しているが、休日には自主的に掃
除を手伝う子どももいる。2人部屋は家具で仕切り、それぞれの居場所を確保している。一方
で、家具やソファーの破損が放置されている箇所があり、子どもの特性による破損や予算が
あったとしても、速やかな修繕が期待される。

（５）　健康と安全

子どもに体調悪化があった場合は、看護師が受診の必要性を判断し、通常受診には看護師が同
行している。自分の健康に無頓着な子どもが巻き爪を悪化させた際には、医師の指示のもと、
看護師が長期間治療を担当した。精神科の受診には担当職員が同行し、子どもの状態を医師に
伝え、助言事項を引継ぎノートで職員間で共有している。服薬は、看護師が処方された薬を仕
分け、担当職員が子どもが薬を飲むのを確認するという二重チェックをしている。子どもの日
常的な健康把握のためには、歯磨き指導を兼ねた口腔ケア研修の実施や、看護師による職員へ
のスーパーバイズ体制が期待される。

（６）　性に関する教育

年齢に応じた他者との距離感を持てない子どもには、特定の職員がスキンシップを受け入れな
がら、相手の気持ちを考えることを教えている。年長児から年少児への性的加害・被害を防ぐ
ため、年齢差や性別に分けて活動をしている。学校との連携による全体的な性教育は実施して
いないが、個別に課題のある子どもについては情報を共有し、支援に活かしている。現在、外
部研修として「暴力防止のための予防プログラム」を導入し、子どもと職員の双方で学ぶ意向
が示されている。性をめぐる諸課題について正しい理解につなげることが望まれる。

（７）　行動上の問題及び問題状況への対応

行動上の問題を生じやすい子どもへの対応は、日々の記録やブロック会議で状況を確認し、職
員会議でケース検討を行っている。更に、児童相談所とのケース会議や児童精神科医師の助言
を職員間で共有している。パニック時のクールダウンの場所を事前に決め、落ち着ける対応を
している。夜間は21時までは各セクションに2名、以降は1名の職員が対応している。不適応行
動への対応として、複数職員での支援を希望する声があり、今後は職員の育成や相互支援体制
の強化が期待される。



【コメント】 ②
A18　施設内の子ども間の暴力、いじめ、差別などが生じ
ないよう施設全体で取り組んでいる。

b

【コメント】 ①
A19　心理的ケアが必要な子どもに対して心理的な支援を
行っている。

ｂ

【コメント】 ①
A20　学習環境の整備を行い、学力等に応じた学習支援を
行っている。

b

【コメント】 ②
A21　「最善の利益」にかなった進路の自己決定ができる
よう支援している。

ｂ

【コメント】 ③
A22　職場実習や職場体験、アルバイト等の機会を通し
て、社会経験の拡大に取り組んでいる。

ｂ

（９）　学習・進学支援、進路支援等

生活日課の中に学習時間を設け、習慣化を図っている。小学生は宿題を終えてから遊ぶことと
し、宿題がない場合や中学生には、担当職員が学習進捗に応じた課題プリントを用意してい
る。希望すれば塾の利用も可能であり、学習ボランティアの活用が子どもの励みになってい
る。特別支援学級に通う子どもはいるが、放課後等児童デイサービスの利用はない。子どもの
ニーズとして、専門的な療育の必要性の有無を見極めて、選択肢の一つとして視野に入れてい
くことに期待したい。

法人独自の「わかすぎ学園奨学金」規程があり、進路選択は本人・学校・保護者の意向を加え
て話し合っている。担当職員は、奨学金や進学先の資料、身元保証人確保対策事業などの制度
情報を収集し、子どもに提供している。高校を中退し通信高校へ転入した子どもには、高校卒
業時に19歳となるため、措置延長を提案している。社会的養護自立支援事業の利用は、支援
コーディネーターを必要としないと返答するケースが多い。今後は、令和6年に創設された社
会的養護自立支援拠点事業の活用方法を検討し、事業所と連携を強化しながら、子どもに具体
的な情報を提供することが期待される。

特別支援学校に通学している子どもは、学校主導で職場実習や職場体験を行い、社会経験を積
みながら就職先につなげている。アルバイトは、子どもが自らネットで探すことが多い。公共
交通機関の減便により、最終便の時刻が早まり、雇用先に勤務時間の配慮を依頼したり、緊急
時には職員が迎えに出ることもある。アルバイトを通じて、勤務態度や責任が求められる社会
を実感して学ぶ機会となっている。退所後の自立を見据え、子どもの経験を積む場として重要
であり、今後の施設の対応に期待したい。

ケアニーズの高い子どもには、重点生活支援経過書や自立支援計画に基づき、学校・病院・児
童相談所など関係機関と連携して支援を行っている。子ども同士のトラブルは長引くこともあ
るが、本人の解決を忍耐強く見守り、トラブルの予防と事後対応にも留意している。各ブロッ
クの生活時間帯が異なるため、大きなトラブルに発展することは少ない。個別対応が必要な子
どものサインを見逃さないよう、職員間で情報共有を徹底している。今後、「暴力防止のため
の予防プログラム」の導入を検討しており、更なる支援の充実が期待される。

施設には心理職が配置されていないため、心理プログラムの対象だった子どもには、児童精神
科の受診時に担当職員が同行し、主治医から課題や服薬、支援方法について助言を受けてい
る。今後は心理職を配置し、精神科医や児童相談所との連携を強化し、心理プログラムの実施
によって子どもの安定を図ることが期待される。また、精神科を未受診でも精神的なフォロー
が必要な子どもは多いので、職員への専門的なスーパーバイズが必要である。施設全体で心理
的支援の目的を共有するためにも、早期の心理職配置が期待される。



【コメント】 ①
A23　施設は家族との信頼関係づくりに取り組み、家族か
らの相談に応じる体制を確立している。

a

【コメント】 ①
A24　親子関係の再構築等のために家族への支援に積極的
に取り組んでいる。

ｂ

（１０）　施設と家族との信頼関係づくり

年に3回、担当からのメッセージを記載した「わかすぎ便り」を保護者に送付している。さら
に、子どもの通院状況や地域・施設の行事予定、学校行事の情報を随時伝え、保護者との関係
を継続している。自立支援計画の作成では、可能な限り保護者の意向を確認している。面会、
外出、一時帰宅は、担当職員と児童相談所が連携し、その後の子どもの様子を把握している。
家庭支援専門相談員が家族関係の調整を担当し、施設全体で支援できる体制を整えている。家
族からの相談や家庭状況の変化は記録し、職員間で共有している。

（１１）　親子関係の再構築支援

家庭支援専門相談員が中心となり、親子関係の再構築が可能なケースを選定し、課題と支援方
針を策定している。親子関係の再構築の手順として、担当職員が面会・外出・一時帰宅の様子
を確認し、児童精神科医や学校の意見を加えて児童相談所と協議し、記録している。現在、施
設に隣接する「星空ホーム」は子どもの自立生活訓練室として活用しているが、今後は親子生
活訓練室として、家族関係の継続や修復、保護者の養育力向上の場として活用する意向が示さ
れており、今後の展開が期待される。


